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【報告第７号】 

千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部改正について 

 

教育総務部 教育給与課 

 

 

１ 改正の趣旨 

本年６月に、教員の処遇改善等を図るための「公立の義務教育諸学校等の

教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布され

たことを受け、本市においても、改正内容等を踏まえ、教職調整額を段階的

に引き上げるとともに、管理職への本給加算を行うほか、所要の改正を行う

ため、関係する条例の一部を改正する。  

 

２ 改正内容 

（１）教職調整額の引き上げ  

  教育職給料表の適用を受ける非管理職の職員について、給料月額の４％を

一律支給する「教職調整額」を、令和８年１月から、次のとおり段階的に引

き上げる。  

令和 ８年１月１日から同年１２月３１日まで  ５％  

令和 ９年１月１日から同年１２月３１日まで  ６％  

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで  ７％  

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで  ８％  

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで  ９％  

令和１３年１月１日から  １０％  

なお、指導改善研修の認定を受けている者については、教職調整額は支給

しないものとする。ただし、経過措置として、施行日に同認定を受けていた

者が、研修を終了するまでの間については、引き続き、教職調整額（給料月

額の４％）を支給するものとする。  

 

（２）管理職への本給加算  

教職調整額の対象とならない校長、副校長及び教頭の処遇改善を図るため、

令和８年１月から、次のとおり、段階的に加算する。  

 校長  副校長・教頭 

令和 ８年１月１日から同年１２月３１日まで  4,000円 11,500円 

令和 ９年１月１日から同年１２月３１日まで  8,100円 15,600円 

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで  12,100円  19,600円 

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで  16,100円  23,600円 

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで  20,200円  27,700円 

令和１３年１月１日から  24,200円  31,700円 

※副校長・教頭には現行で既に加算されている７，５００円を含む。  
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（３）義務教育等教員特別手当の改定  

給料月額の平均１.５％から平均１.０％に見直すとともに、学級担任（小

学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限り、特別支援学級を除

く。）には、業務の困難性を考慮して当該手当の月額に３,０００円を加算す

るため、条例で定める上限額を８,０００円から８,６００円に引き上げる。  

 

（４）特殊勤務手当の改定  

義務教育等教員特別手当について、学級担任への加算の新設をするため、

これに伴う措置として、多学年学級担当手当を廃止する。  

また、非常災害時等の緊急業務に従事した場合のうち、  

・児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務  

・児童又は生徒に対する緊急の補導業務  

については、当該業務の特殊性、困難性を考慮して、支給日額を現行の  

７,５００円から８,０００円に引き上げる。  

 

３ 施行期日 

令和８年１月１日  
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新旧対照表（①千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正について）  

改正前 改正後 

 （教育職員の教職調整額の支給等）  （教育職員の教職調整額の支給等） 

第３条 教育職員（管理職手当を受ける

者○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○を除く。以下この条及び第

５条において同じ。）のうちその属する

職務の級が千葉市職員の給与に関する

条例（昭和２６年千葉市条例第３６号。

以下「給与条例」という。）別表第２の

教育職給料表の１級、２級又は３級で

ある者には、その者の給料月額の１０

０分の４○に相当する額の教職調整額

を支給する。 

２・３［略］ 

 

附 則 

２ 平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間における教育職員

に関する第４条第１号の規定の適用に

ついては、同号中「及び第２０条の７」

とあるのは、「、第２０条の７及び附則

第３項から第５項まで」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 給与条例附則第１７項（同条例○附

則第１８項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。以下同じ。）の規定

の適用を受ける職員の教職調整額につ

いては、第３条第１項の規定にかかわ

らず、当分の間、給与条例附則第１７項

第３条 教育職員（管理職手当を受ける

者及び指導改善研修被認定者（教育公

務員特例法（昭和２４年法律第１号）

第２５条第１項の規定による認定を受

けた者であって、当該認定の日から同

条第４項の認定の日までの間にあるも

のをいう。）を除く。以下この条及び第

５条において同じ。）のうちその属する

職務の級が千葉市職員の給与に関する

条例（昭和２６年千葉市条例第３６号。

以下「給与条例」という。）別表第２の

教育職給料表の１級、２級又は３級で

ある者には、その者の給料月額の１０

０分の１０に相当する額の教職調整額

を支給する。 

２・３［略］ 

 

附 則 

２ 次の表の左欄に掲げる期間における

第３条第１項の規定の適用について

は、同項中「１００分の１０」とある

のは、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 給与条例附則第１７項（給与条例附

則第１８項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。以下同じ。）の規定

の適用を受ける職員の教職調整額につ

いては、第３条第１項の規定にかかわ

らず○○○○、給与条例附則第１７項

 

令和８年１月１

日から同年１２

月 ３１日まで 

１００分の５ 

令和９年１月１

日から同年１２

月 ３１日まで 

１００分の６ 

令和１０年１月

１日から同年１

２月３１日まで 

１００分の７ 

令和１１年１月

１日から同年１

２月３１日まで 

１００分の８ 

令和１２年１月

１日から同年１

２月３１日まで 

１００分の９ 
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の規定により算出された額の１００分

の４○に相当する額を支給する。 

 

４ 給与条例附則第２１項から第２４項

までの規定による給料を支給される職

員の教職調整額については、第３条第

１項及び前項の規定にかかわらず、当

分の間、給与条例附則第１７項の規定

により算出された額と給与条例附則第

２１項から第２４項までの規定による

給料の額との合計額の１００分の４○

に相当する額を支給する。 

 

［新設］ 

 

 

 

 

の規定により算出された額の１００分

の１０に相当する額を支給する。 

 

４ 給与条例附則第２１項から第２４項

までの規定による給料を支給される職

員の教職調整額については、第３条第

１項及び前項の規定にかかわらず○○

○○○、給与条例附則第１７項の規定

により算出された額と給与条例附則第

２１項から第２４項までの規定による

給料の額との合計額の１００分の１０

に相当する額を支給する。 

 

５ 附則第２項の表の左欄に掲げる期間

における附則第３項及び前項の規定の

適用については、附則第３項及び前項

中 「１００分の１０」とあるのは、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 
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新旧対照表（②千葉市職員の給与に関する条例の一部改正について）  

改正前 改正後 

 （義務教育等教員特別手当）  （義務教育等教員特別手当） 

第２０条の５［略］ 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、

８，０００円を超えない範囲内で、職務

の級及び号給（定年前再任用短時間勤

務職員にあっては、職務の級）の別に応

じて○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○、規則で定める。 

３～５［略］ 

 

○○○附 則 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０条の５［略］ 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、

８，６００円を超えない範囲内で、職務

の級及び号給（定年前再任用短時間勤

務職員にあっては、職務の級）の別に応

じて、校務類型（規則で定める校務の

種類をいう。）に係る業務の困難性そ

の他の事情を考慮して、規則で定める。 

３～５［略］ 

 

○○○附 則 

 （教育職の給料の額の特例措置） 

28 令和８年１月１日から令和１２年１

２月３１日までの間における別表第２

備考第２項の規定の適用については、

附則別表第３の左欄に掲げる期間の区

分に応じ、同項中「３１，７００円」と

あるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる

字句と、「２４，２００円」とあるのは

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 

附則別表第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月１日

か ら 同 年 １ ２ 月  

３１日まで 

１ １，

５００

円 

４ ，

０００

円 

令和９年１月１日

か ら 同 年 １ ２ 月  

３１日まで 

１５，

６００

円 

８ ，

１００

円 

令和１０年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

１９，

６００

円 

１２，

１００

円 

令和１１年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

２３，

６００

円 

１６，

１００

円 

令和１２年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

２７，

７００

円 

２０，

２００

円 
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別表第２ 

 表［略］ 

 備考 

  １［略］ 

    この表の適用を受ける職員のう

ち、その職務の級が４級である職

員の給料月額は、この表の額に７， 

５００円○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ を加算し

た額とする。 

別表第２ 

表［略］ 

備考 

１［略］ 

    この表の適用を受ける職員のう

ち、その職務の級が４級である職

員の給料月額は○この表の額に３

１，７００円を、その職務の級が

５級である職員の給料月額はこの

表の額に２４，２００円を加算し

た額とする。   

  

２ ２ 
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新旧対照表（③千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について）  

改正前 改正後 

 （特殊勤務手当の区分）  （特殊勤務手当の区分） 

第２条 特殊勤務手当は、次のとおり区

分する。 

（１）～（19）［略］ 

（20）多学年学級を担当する職員の特殊

勤務手当 

（21）～（29）［略］ 

 

 （教員特殊業務に従事する職員の特殊

勤務手当） 

第１０条 教員特殊業務に従事する職員

の特殊勤務手当は、千葉市教育職員の

給与等の特別措置に関する条例（昭和

４６年千葉市条例第７３号 )第３条第

１項の規定により、教職調整額の支給

を受ける者（第１１条の２において「教

育職員」という。）が、次に掲げる業務

に従事した場合において、当該業務が

心身に著しい負担を与えると千葉市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）

が認める程度におよぶときに支給す

る。 

（１）～（４）［略］ 

 

（多学年学級を担当する職員の特殊勤

務手当） 

第１１条の２ 多学年学級を担当する職

員の特殊勤務手当は、小学校又は中学

校の２以上の学年の児童又は生徒で編

制されている学級を担当する教育職員

のうち、規則で定める者が、当該学級

における授業又は指導に従事したとき

に支給する。 

 

第１１条の３［略］ 

 

 （災害時における外勤作業に従事する

職員の特殊勤務手当） 

第１８条 災害時における外勤作業に従

事する職員の特殊勤務手当は、職員が

災害（災害対策基本法（昭和３６年法律

第 ２２３号）第２３条第１項又は第

２３条の２第１項の規定に基づき災害

対策本部が設置された災害その他市長

がこれに準ずると認める災害をいう。

次条及び別表第２（２８）の項におい

て同じ。）が発生した際に屋外（本市の

第２条 特殊勤務手当は、次のとおり区

分する。 

（１）～（19）［略］ 

［削る］ 

 

（20）～（28）［略］ 

 

 （教員特殊業務に従事する職員の特殊

勤務手当） 

第１０条 教員特殊業務に従事する職員

の特殊勤務手当は、千葉市教育職員の

給与等の特別措置に関する条例（昭和

４６年千葉市条例第７３号 )第３条第

１項の規定により、教職調整額の支給

を受ける者○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○が、次に掲げる業務

に従事した場合において、当該業務が

心身に著しい負担を与えると千葉市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）

が認める程度に及ぶ○ときに支給す

る。 

（１）～（４）［略］ 

 

 

 

［削る］ 

 

 

 

 

 

 

 

第１１条の２［略］ 

 

 （災害時における外勤作業に従事する

職員の特殊勤務手当） 

第１８条 災害時における外勤作業に従

事する職員の特殊勤務手当は、職員が

災害（災害対策基本法（昭和３６年法律

第 ２２３号）第２３条第１項又は第

２３条の２第１項の規定に基づき災害

対策本部が設置された災害その他市長

がこれに準ずると認める災害をいう。

次条及び別表第２（２７）の項におい

て同じ。）が発生した際に屋外（本市の
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区域内に限る。）で行う作業で規則で定

めるものに従事したときに支給する。 

 

 （特殊勤務手当の額） 

第１９条［略］ 

２［略］ 

３  地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第２２条の４第１項の規定

により採用された職員（別表第２（２

１）の項において「定年前再任用短時間

勤務職員」という。）の月額の特殊勤務

手当（第３条から前条までに規定する

特殊勤務手当のうち、その額が別表第

２の規定により月額で定められている

特殊勤務手当をいう。）の額は、第１項

の規定にかかわらず、同項の規定によ

り定められた特殊勤務手当の額に、勤

務時間条例第２条第３項の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第

１項の規定により定められた勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額とす

る。 

 

別表第２ 

区分 支給対象

細別 

支給額 

［略］ 

（ 18）教員

特殊業

務に従

事する

職員の

特殊勤

務手当 

［略］ 

第 １ ０ 条

第 １ 号 イ

及 び ウ の

業務 

日額 ７， 

５００円 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

（20）多学

年学級

を担当

する職

員の特

殊勤務

手当 

多 学 年 学

級 の 担 当

業務 

日 額  ２

９０円 

（21）～（29）［略］ 

 備考［略］ 

区域内に限る。）で行う作業で規則で定

めるものに従事したときに支給する。 

 

 （特殊勤務手当の額） 

第１９条［略］ 

２［略］ 

３  地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第２２条の４第１項の規定

により採用された職員（別表第２（２

０）の項において「定年前再任用短時間

勤務職員」という。）の月額の特殊勤務

手当（第３条から前条までに規定する

特殊勤務手当のうち、その額が別表第

２の規定により月額で定められている

特殊勤務手当をいう。）の額は、第１項

の規定にかかわらず、同項の規定によ

り定められた特殊勤務手当の額に、勤

務時間条例第２条第３項の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第

１項の規定により定められた勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額とす

る。 

 

別表第２ 

区分 支給対象

細別 

支給額 

［略］ 

（ 18）教員

特殊業

務に従

事する

職員の

特殊勤

務手当 

［略］ 

第 １ ０ 条

第 １ 号 イ

及 び ウ の

業務 

日額 ８， 

０００円 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

［削る］ 

 

 

 

 

 

 

［削る］ ［削る］ 

（20）～（28）［略］ 

 備考［略］   
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附  則   

１  この条例は、令和８年１月１日から施行する。  

２  この条例の施行の日（以下この項において「施行日」という。）前に教育公務員特例

法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であって、施

行日の前日までに同条第４項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間

における当該者に対する千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第３条第１

項の規定による教職調整額並びに千葉市職員の給与に関する条例の規定による時間外

勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第１条の規定による改正後の千葉市教

育職員の給与等の特別措置に関する条例第３条第１項及び第３項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。  

３  千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例（令和元年千葉市条例第

３０号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。  

改正前  改正後    
 （特殊勤務手当）  

第１２条  会計年度任用職員の特殊勤

務手当は、常勤職員の例（千葉市職

員の特殊勤務手当支給条例（昭和  

３７年千葉市条例第２４号）第２条

第２１号の特殊勤務手当は、その属

する職務の級が給与条例別表第２の

給料表の１級である職員（特定任期

付職員を除く。）の例 )により支給す

る。  

 （特殊勤務手当）  

第１２条  会計年度任用職員の特殊勤

務手当は、常勤職員の例（千葉市職

員の特殊勤務手当支給条例（昭和  

３７年千葉市条例第２４号）第２条

第２０号の特殊勤務手当は、その属

する職務の級が給与条例別表第２の

給料表の１級である職員（特定任期

付職員を除く。）の例 )により支給す

る。    
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【報告第８号】 

千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

教育総務部 教育給与課 

 

１ 改正の趣旨 

    本年１０月の千葉市人事委員会の勧告に基づき、一般職の職員の給料及び期末・勤勉

手当等を引き上げるとともに、一般職の職員の改正を踏まえ、特別職の職員の期末手当

並びに会計年度任用職員の給料及び期末・勤勉手当を引き上げるほか、所要の改正を行

うため、関係する条例の一部を改正する。 
 

２ 改正内容 

（１）一般職の職員の給料月額の改定 

教育職の改定率（平均給料月額） 

 
改定前(A) 改定後(B) 

改定額(C) 

(B)-(A) 

給料表改定率 

(C)/(A) 

平均給料月額 342,755円 353,826円 11,071円 3.1％ 

※初任給を大幅に引上げるとともに、中堅層までに重点を置きつつ、給料表全体を、 

昨年度を大幅に上回る引上げ  

 

   【参考】行政職給料の改定内容 

 
改定前(A) 改定後(B) 

改定額(C) 

(B)-(A) 

給料表改定率 

(C)/(A) 

平均給料月額 325,572円 335,761円 10,189円 3.1％ 

 

（２）一般職の職員の期末・勤勉手当の引上げ 

令和７年１２月期の支給月数の変更 

   ア 定年前の職員（年間支給月数：＋0.05月 4.60月→4.65月） 

 一般の職員 管理職員 

令和7年度 
令和8年度 

令和7年度 
令和8年度 

改正前 改正後 改正前 改正後 

6月期 
期末手当 1.25月 1.25月 1.2625月 1.05月 1.05月 1.0625月 

勤勉手当 1.05月 1.05月 1.0625月 1.25月 1.25月 1.2625月 

小計 2.30月 2.30月 2.325月 2.30月 2.30月 2.325月 

12月期 
期末手当 1.25月 1.275月 1.2625月 1.05月 1.075月 1.0625月 

勤勉手当 1.05月 1.075月 1.0625月 1.25月 1.275月 1.2625月 

小計 2.30月 2.35月 2.325月 2.30月 2.35月 2.325月 

合計 4.60月 4.65月 4.65月 4.60月 4.65月 4.65月 
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イ 定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員を含む） 

（年間支給月数：＋0.05月、2.40月→2.45月） 

 

一般の職員 管理職員 

令和7年度 
令和8年度 

令和7年度 
令和8年度 

改定前 改定後 改定前 改定後 

6月期 
期末手当 0.70月 0.70月 0.7125月 0.60月 0.60月 0.6125月 

勤勉手当 0.50月 0.50月 0.5125月 0.60月 0.60月 0.6125月 

小計 1.20月 1.20月 1.225月 1.20月 1.20月 1.225月 

12月期 
期末手当 0.70月 0.725月 0.7125月 0.60月 0.625月 0.6125月 

勤勉手当 0.50月 0.525月 0.5125月 0.60月 0.625月 0.6125月 

小計 1.20月 1.25月 1.225月 1.20月 1.25月 1.225月 

合計 2.40月 2.45月 2.45月 2.40月 2.45月 2.45月 

 

 

【年間給与への影響】 

 

  ○ 教育職平均 ＋約 252千円（月例給＋164千円、期末・勤勉手当＋88千円） 

  ○ 平均年収   約 7,317千円 → 約 7,569千円 

 

 

（３）通勤手当の改定 

   自動車等使用者の通勤手当の支給額を、200円から 7,100円までの幅で引き上げる。 

距離区分 改定前 改定後 差額 

10ｋｍ以上 15ｋｍ未満 7,100円 7,300円 200円 

15ｋｍ以上 20ｋｍ未満 10,000円 10,400円 400円 

20ｋｍ以上 25ｋｍ未満 12,900円 13,500円 600円 

25ｋｍ以上 30ｋｍ未満 15,800円 16,600円 800円 

30ｋｍ以上 35ｋｍ未満 18,700円 19,700円 1,000円 

35ｋｍ以上 40ｋｍ未満 21,600円 22,800円 1,200円 

40ｋｍ以上 45ｋｍ未満 24,400円 25,900円 1,500円 

45ｋｍ以上 50ｋｍ未満 26,200円 29,100円 2,900円 

50ｋｍ以上 55ｋｍ未満 28,000円 32,300円 4,300円 

55ｋｍ以上 60ｋｍ未満 29,800円 35,500円 5,700円 

60ｋｍ以上 31,600円 38,700円 7,100円 
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（４）宿日直手当の改定 

    宿日直手当の支給限度額を引き上げる。 
区分 改正前 改正後 

日直 

5,000円 
（災害時、事故発生時等の緊急
時の対応を要する場合の日
直勤務 7,500円） 

5,300円 
（災害時、事故発生時等の緊急
時の対応を要する場合の日
直勤務 7,950円 

宿直 

5,000円 
（災害時、事故発生時等の緊急
時の対応を要する場合の宿
直勤務 7,500円） 

5,300円 
（災害時、事故発生時等の緊急
時の対応を要する場合の宿
直勤務 7,950円 

宿直（勤務時間が午前8時30
分から午後零時30分までの範
囲内で割り振られている日及
びこれに相当する日に限る） 

7,500円 
（災害時、事故発生時等の緊急
時の対応を要する場合の宿
直勤務 11,250円 

7,950円 
（災害時、事故発生時等の緊急
時の対応を要する場合の宿
直勤務 11,925円 

 

（５）特別職の職員の期末手当の引上げ 

令和７年１２月期の期末手当を０．０５月分引き上げる。 

 

年間支給月数 4.60月→4.65月 

 令和7年度 
令和8年度 

改正前 改正後 

6月期 期末手当 2.30月 2.30月 2.325月 

12月期 期末手当 2.30月 2.35月 2.325月 

合計 4.60月 4.65月 4.65月 

 

（６）附属機関の委員等及び特別職の非常勤職員の報酬上限額の改定 

一般職の職員の給与改定を踏まえ、令和８年度から報酬上限額を改定する。 

（報酬上限額を日額 24,200円から日額 24,900円に引上げ） 

 

（７）会計年度任用職員の給与改定 

ア 給料月額の改定 

一般職の職員に準じて、令和８年度から給料月額を改定する。 

 

イ 期末・勤勉手当の引上げ 

一般職の職員に準じて、令和８年度の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ

０．０２５月分引き上げる。 

 

年間支給月数 4.60月→4.65月 

 令和7年度 令和8年度 

6月期 
期末手当 1.25月 1.2625月 

勤勉手当 1.05月 1.0625月 

小計 2.30月 2.325月 

12月期 
期末手当 1.25月 1.2625月 

勤勉手当 1.05月 1.0625月 

小計 2.30月 2.325月 

合計 4.60月 4.65月 
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３ 施行期日 

（１）一般職の職員の給料表、通勤手当及び宿日直手当の改正 公布の日（令和７年４月

１日適用） 

（２）令和７年１２月期の期末・勤勉手当の改正 公布の日（令和７年１２月１日適用） 

（３）令和８年度以降の期末・勤勉手当の改正、附属機関の委員等及び特別職の非常勤職

員の報酬上限額の改正並びに会計年度任用職員に係る改正 令和８年４月１日 
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新旧対照表（①千葉市職員の給与に関する条例の一部改正について） 

【施行期日等】 

・第１２条第２項第２号、第１９条の２第１項の規定 

 公布日施行（令和 7年 4月 1日適用） 

・第２０条第２項及び第３項並びに第２０条の４第２項第１号及び第２号の規定 

 公布日施行（令和 7年 12月 1日適用） 

改正前 改正後   
(通勤手当) 

第１２条 通勤手当は、次に掲げる職 

員に支給する。 

（１）～（３）［略］ 

２（１）［略］ 

（２）前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員

の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ

次に定める額（育児短時間勤務職員等又は定年

前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間

当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職

員にあっては、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア・イ［略］ 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５

キロメートル未満である職員 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０

キロメートル未満である職員 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５

キロメートル未満である職員 １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０

キロメートル未満である職員 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５

キロメートル未満である職員 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０

キロメートル未満である職員 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５

キロメートル未満である職員 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０

キロメートル未満である職員 ２６，２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５

キロメートル未満である職員 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０

キロメートル未満である職員 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上であ

る職員 ３１，６００円 

（３）［略］ 

３～８［略］ 

 

(宿日直手当) 

第１９条の２ 宿日直勤務を命ぜられた職員に

は、その勤務1回につき、５，０００円(宿直勤

務が規則で定める日に退庁時から引き続いて行

われる場合にあっては、７，５００円)を超えな

い範囲内において規則で定める額を宿日直手当

として支給する。ただし、特殊な業務を主とし

て行う宿日直勤務であって規則で定めるものに

あっては、７，５００円(宿直勤務が規則で定め

(通勤手当) 

第１２条 通勤手当は、次に掲げる職 

員に支給する。 

（１）～（３）［略］ 

２（１）［略］ 

（２）前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の

区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次

に定める額（育児短時間勤務職員等又は定年前

再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当

たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員

にあっては、その額から、その額に規則で定め

る割合を乗じて得た額を減じた額） 

 ア・イ［略］ 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５

キロメートル未満である職員 ７，３００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０

キロメートル未満である職員 １０，４００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５

キロメートル未満である職員 １３，５００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０

キロメートル未満である職員 １６，６００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５

キロメートル未満である職員 １９，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０

キロメートル未満である職員 ２２，８００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５

キロメートル未満である職員 ２５，９００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０

キロメートル未満である職員 ２９，１００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５

キロメートル未満である職員 ３２，３００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０

キロメートル未満である職員 ３５，５００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上であ

る職員 ３８，７００円 

（３）［略］ 

３～８［略］ 

 

(宿日直手当) 

第１９条の２ 宿日直勤務を命ぜられた職員に

は、その勤務1回につき、５，３００円(宿直勤

務が規則で定める日に退庁時から引き続いて行

われる場合にあっては、７，９５０円)を超えな

い範囲内において規則で定める額を宿日直手当

として支給する。ただし、特殊な業務を主とし

て行う宿日直勤務であって規則で定めるものに

あっては、７，９５０円(宿直勤務が規則で定め
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る日に退庁時から引き続いて行われる場合にあ

っては、１１，２５０円)を超えない範囲内にお

いて規則で定める額とする。 

２［略］ 

 

 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１

００分の１２５  を乗じて得た額（行政職給料

表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以

上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用

を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の

度等がこれに相当するもの（これらの職員のう

ち、規則で定める職員を除く。第２０条の４第２

項において「特定管理職員」という。）にあって

は１００分の１０５  を乗じて得た額）に、基

準日以前６箇月以内の期間における当該職員の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４）［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１２

５  」とあるのは「１００分の７０   」と

、「１００分の１０５  」とあるのは「１００

分の６０   」とし、特定任期付職員に対する

同項の規定の適用については、同項中「１００分

の１２５  」とあるのは「１００分の１７２．

５」とする。 

４～６［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２０条の４［略］ 

２［略］ 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職

員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡

した日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額を加算した額に１００

分の１０５  （特定管理職員にあっては、１

００分の１２５  ）を乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職

員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉

手当基礎額に１００分の５０   （特定管理

職員にあっては、１００分の６０  ）を乗じ

て得た額の総額 

３～５［略］ 

 

る日に退庁時から引き続いて行われる場合にあ

っては、１１，９２５円)を超えない範囲内にお

いて規則で定める額とする。 

２［略］ 

 

 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１

００分の１２７．５を乗じて得た額（行政職給料

表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以

上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用

を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の

度等がこれに相当するもの（これらの職員のう

ち、規則で定める職員を除く。第２０条の４第２

項において「特定管理職員」という。）にあって

は１００分の１０７．５を乗じて得た額）に、基

準日以前６箇月以内の期間における当該職員の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４）［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１２

７．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「

１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の

６２．５」とし、特定任期付職員に対する同項の

規定の適用については、同項中「１００分の１２

７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」と

する。 

４～６［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２０条の４［略］ 

２［略］ 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職

員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡

した日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額を加算した額に１００

分の１０７．５（特定管理職員にあっては、１

００分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職

員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉

手当基礎額に１００分の５２．５（特定管理職

員にあっては、１００分の６２．５）を乗じて

得た額の総額 

３～５［略］ 
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改正後の給料表（別表第１及び別表第２ 公布日施行（令和 7年 4月 1日適用）） 
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新旧対照表（②千葉市職員の給与に関する条例の一部改正について） 

【施行期日等】 令和 8年 4月 1日施行 

改正前 改正後   
 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分

の１２７．５ を乗じて得た額（行政職給料表

の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上

であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の

度等がこれに相当するもの（これらの職員のう

ち、規則で定める職員を除く。第２０条の４第

２項において「特定管理職員」という。）にあ

っては１００分の１０７．５ を乗じて得た

額）に、基準日以前６箇月以内の期間における

当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。 

（１）～（４）［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１２

７．５ 」とあるのは「１００分の７２．５ 」

と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１０

０分の６２．５ 」とし、特定任期付職員に対す

る同項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２７．５ 」とあるのは「１００分の１７

７．５」とする。 

４～６［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２０条の４［略］ 

２［略］ 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職

員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡

した日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額を加算した額に１００

分の１０７．５ （特定管理職員にあっては、

１００分の１２７．５ ）を乗じて得た額の総

額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職

員 当該定年前再任用短時間勤務 職員の勤

勉手当基礎額に１００分の５２．５   （特

定管理職員にあっては、１００分の６２．５ ）

を乗じて得た額の総額 

３～５［略］ 

 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分

の１２６．２５を乗じて得た額（行政職給料表

の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上

であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の

度等がこれに相当するもの（これらの職員のう

ち、規則で定める職員を除く。第２０条の４第

２項において「特定管理職員」という。）にあ

っては１００分の１０６．２５を乗じて得た

額）に、基準日以前６箇月以内の期間における

当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。 

（１）～（４）［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１２

６．２５」とあるのは「１００分の７１．２５」

と、「１００分の１０６．２５」とあるのは「１

００分の６１．２５」とし、特定任期付職員に対

する同項の規定の適用については、同項中「１０

０分の１２７．５ 」とあるのは「１００分の１

７７．５」とする。 

４～６［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２０条の４［略］ 

２［略］ 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職

員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡

した日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額を加算した額に１００

分の１０６．２５（特定管理職員にあっては、

１００分の１２６．２５）を乗じて得た額の総

額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職

員 当該定年前再任用短時間勤務 職員の勤

勉手当基礎額に１００分の５１．２５（特定管

理職員にあっては、１００分の６１．２５）を

乗じて得た額の総額 

３～５［略］   
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新旧対照表（③特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について） 

【施行期日等】 公布日施行（令和 7年 12月 1日適用） 

改正前 改正後   
 （給与の額） 

第３条［略］ 

２ 前項に定めるもののほか、市の一般職の職員の

例により、市長等に対しては通勤手当及び期末手

当を支給する。この場合において、給与条例第２

０条第２項中「１００分の１２５  」とあるの

は「１００分の２３０」と読み替え、同条第５項

中「行政職給料表の適用を受ける職員でその属す

る職務の級が３級以上であるものその他職務の

複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当

する職員として規則で定める職員」とあるのは

「市長等」と、「規則で定める職員の区分に応じ

て１００分の２０を超えない範囲内で規則で定

める割合」とあるのは「１００分の２０」と読み

替えるものとする。 

 （給与の額） 

第３条［略］ 

２ 前項に定めるもののほか、市の一般職の職員の

例により、市長等に対しては通勤手当及び期末手

当を支給する。この場合において、給与条例第２

０条第２項中「１００分の１２７．５」とあるの

は「１００分の２３５」と読み替え、同条第５項

中「行政職給料表の適用を受ける職員でその属す

る職務の級が３級以上であるものその他職務の

複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当

する職員として規則で定める職員」とあるのは

「市長等」と、「規則で定める職員の区分に応じ

て１００分の２０を超えない範囲内で規則で定

める割合」とあるのは「１００分の２０」と読み

替えるものとする。   
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新旧対照表（④特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について） 

【施行期日等】 令和 8年 4月 1日施行 

改正前 改正後   
 （給与の額） 

第３条 給料及び報酬の額は、次の各号に定めると

ころによる。 

（１）［略］ 

（２）附属機関の委員等については、日額２４，２

００円以内で市長が定める額 

（３）［略］ 

（４）非常勤職員については、予算の範囲内で任命

権者が定める額。この場合において、任命権者

は勤務１日につき２４，２００円（月額で定め

る場合にあっては、千葉市職員の給与に関する

条例（昭和２６年千葉市条例第３６号。以下「給

与条例」という。）別表第４特定任期付職員給

料表に掲げる給料月額の最高の額）を超えない

範囲内で定めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市の一般職の職員の

例により、市長等に対しては通勤手当及び期末手

当を支給する。この場合において、給与条例第２

０条第２項中「１００分の１２７．５ 」とある

のは「１００分の２３５  」と読み替え、同条

第５項中「行政職給料表の適用を受ける職員でそ

の属する職務の級が３級以上であるものその他

職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれ

に相当する職員として規則で定める職員」とある

のは「市長等」と、「規則で定める職員の区分に

応じて１００分の２０を超えない範囲内で規則

で定める割合」とあるのは「１００分の２０」と

読み替えるものとする。 

 （給与の額） 

第３条 給料及び報酬の額は、次の各号に定めると

ころによる。 

（１）［略］ 

（２）附属機関の委員等については、日額２４，９

００円以内で市長が定める額 

（３）［略］ 

（４）非常勤職員については、予算の範囲内で任命

権者が定める額。この場合において、任命権者

は勤務１日につき２４，９００円（月額で定め

る場合にあっては、千葉市職員の給与に関する

条例（昭和２６年千葉市条例第３６号。以下「給

与条例」という。）別表第４特定任期付職員給

料表に掲げる給料月額の最高の額）を超えない

範囲内で定めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市の一般職の職員の

例により、市長等に対しては通勤手当及び期末手

当を支給する。この場合において、給与条例第２

０条第２項中「１００分の１２６．２５」とある

のは「１００分の２３２．５」と読み替え、同条

第５項中「行政職給料表の適用を受ける職員でそ

の属する職務の級が３級以上であるものその他

職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれ

に相当する職員として規則で定める職員」とある

のは「市長等」と、「規則で定める職員の区分に

応じて１００分の２０を超えない範囲内で規則

で定める割合」とあるのは「１００分の２０」と

読み替えるものとする。   
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新旧対照表（⑤千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正について）  

【施行期日等】 令和 8年 4月 1日施行 

改正前 改正後   
 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の

１２５   を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

（１）～（４）［略］ 

３・４［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２２条の２［略］ 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別

に定める基準に従って定める割合を乗じて得た

額とする。この場合において 、任命権者が支給

する勤勉手当の額の総額は、会計年度任用職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０５   を乗

じて得た額の総額を超えてはならない。 

３・４［略］ 

第２３条～第３１条［略］ 

附 則［略］ 

 

 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の

１２６．２５を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

（１）～（４）［略］ 

３・４［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２２条の２［略］ 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別

に定める基準に従って定める割合を乗じて得た

額とする。この場合において 、任命権者が支給

する勤勉手当の額の総額は、会計年度任用職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０６．２５を乗じ

て得た額の総額を超えてはならない。 

３・４［略］ 

第２３条～第３１条［略］ 

附 則［略］ 
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改正後の給料表（別表第１及び別表第２ 令和 8年 4月 1日施行） 
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 附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第５条の規定は令和８年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例（この項及び第３項において「改正後の給

与条例」という。）第１２条第２項第２号、第１９条の２第１項、並びに別表第１及び別表第２の規定は令和

７年４月１日から、改正後の給与条例第２０条第２項及び第３項並びに第２０条の４第２項第１号及び第２

号の規定並びに第３条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（次

項において「改正後の特別職給与条例」という。）第３条第２項の規定は同年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による

改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第３条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及

び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別

職給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 
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